
 

健康被害情報の収集と共有について 

 

 

１ 「健康食品」による健康被害調査体制 

【健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領（平成１４年１０月４日厚生労働省医薬局長通知）】 

 

特徴：患者からの保健所への健康被害の申し出を発端とする調査・報告 

 

 

 

２ 平成１５年度及び平成１６年度に寄せられた東京都内保健所に寄せられた「健康食品」

に関する有症苦情件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表中の括弧内の数字は、調査の結果、健康食品と

症状との因果関係が疑われたことにより、厚生労働省

への報告を行った件数 

資料 ４ 

患者

医師

保健所 健康安全室 厚生労働省

報告

健康被害を
申し出

＊１

＊１：医師への受診を確認、または受診の推奨
＊２：患者の同意を得て、被害に関する情報を提供

＊２

病状など
の聞取り

連絡調整

事業者調査
（他県の場合は、健康安
全室から所管県に協力依
頼）
・製品やその情報の入手
・有害成分等の成分分析

厚生労働省や
他県等との連
絡調整

情報収集・評価
・事例公表の判断
・製品の措置について助言
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０
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０
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３ 確実な被害情報の把握と調査体制のあり方（検討素材） 

 

これまでの「健康食品」専門委員会及び医療関係者に対する調査の結果において、「健

康食品」による被害情報の把握と調査の体制の課題としてあげられた意見等を以下に示

す。 

 

 

（１）医療関係者からの被害情報の提供を、情報把握の主な発端とし、収集した情報を医

療関係者間で共有、活用できる仕組の構築 

 

 

（２）健康食品との因果関係が不明な場合も情報収集の対象とすることによる、被害の発

生の確実な把握 

 

 

 ＜医療現場で問題となっていると考えられる事例＞ 

 

○ 「健康食品」のアレルギー性や毒性による肝機能障害や肺機能障害 

○ 「健康食品」のアレルギー性による皮膚障害 

○ 含有されていた医薬品成分の薬理作用による健康被害 

○ 食品成分の過剰摂取 

○ 「健康食品」の利用に伴う治療の中断による悪影響 

○ 「健康食品」と医薬品との相互作用 

 

 

（３）情報提供のあった医療関係者に対するフィードバックを行うことの明確化 

 

 

（４）被害が疑われる情報について、評価を行う機会の確保及び評価を行う機関の設置 

 

 

（５）多くの医療関係者の理解と協力 

 


